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本計画において使用する用語の定義は、それぞれ以下のとおりとする。 
 

マンション 

 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成 12 年法律第 149 号。以下

「マンション管理適正化法」という。）第２条第１号に規定するマンション 

（いわゆる分譲マンション） 

区分所有者等 

マンション管理適正化法第２条第２号に規定するマンションの区分所有者等 

管理不全 

 マンションの維持・管理や修繕が適切に行われず、外壁が落下するなど周辺に

も悪影響を与えている状態 

管理不全の兆候 

管理運営における体制の未整備や資金不足等により、マンションの維持・管理

が適切に行われておらず、そのまま放置すると管理不全に陥るおそれがある状態 

高経年マンション 

建築後相当の年数を経たマンション 

老朽マンション 

建築後相当の年数を経ることなどにより、躯体や設備の劣化、性能や機能の陳

腐化が進行したマンション 

 修繕 

 劣化した建築物全体又はその部分の性能及び機能を実用上支障のない状態まで

回復させること。 

 改修 

 劣化等した建築物全体又はその部分の性能及び機能を初期の水準以上に向上さ

せること。 

 再生 

 改修、建替え又は敷地売却のいずれかを実施すること。 
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 東京においてマンションは、都民の主要な居住形態として広く普及しており、都民

に不可欠な生活の基盤であると同時に、都市や地域社会を構成する重要な要素となっ

ている。その一方で、現在、建物の老朽化と居住者の高齢化という「二つの老い」が

進行し、今後、管理組合の機能低下等によって管理不全に陥る可能性が指摘されてお

り、一たびマンションが管理不全に陥れば、周辺環境にも深刻な影響を及ぼすおそれ

がある。 

 こうした事態を引き起こすことなく、安心して暮らし続けられる住環境が形成され、

「『未来の東京』戦略ビジョン」（令和元(2019)年 12 月公表）で示された「誰もが集

い、支え合う居場所・コミュニティが至る所に存在する東京」という 2040 年代に目

指す東京の姿を実現するため、長期的な視点に立って、マンションの適正な管理や円

滑な再生の促進を図る施策を推進し、都民の豊かな住生活を支える安全で良質なマン

ションストックを形成していくことが必要である。 

 今後、人口減少や高齢化が進行する中において、高経年マンションの急増が見込ま

れているが、良質なマンションストックを形成するためには、個々の老朽マンション

において、その建物の状況等に応じて、管理組合による十分な検討と、それを踏まえ

た意思決定により、修繕・改修による建物の長寿命化や建替え・敷地売却による再生

の道が適切に選択されていくことが重要である。 

 都は、平成 31(2019)年３月に、マンションの管理不全を予防し、適正な管理を促進

することなどにより、良質なマンションストックの形成等を図り、都民生活の安定向

上及び市街地環境の向上に寄与することを目的とする、東京におけるマンションの適

正な管理の促進に関する条例（平成 31 年東京都条例第 30 号。以下「マンション管理

条例」という。）を制定した。 

 このマンション管理条例の目的の実現と、老朽マンション等の円滑な再生の促進に

向けて、施策を具体化し、その中長期的な目標を設定するとともに、国や区市町村、

関係団体などの多様な主体や、まちづくり、防災、福祉など関連する政策分野との連

携を図ることにより、施策を総合的かつ計画的に推進するため、本計画を策定する。 
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計画策定に当たって 

  
１ 計画策定の背景と目的 
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 本計画は、マンション管理条例第４条第１項の規定に基づいて策定するものであり、

マンション管理条例の目的の実現に向けた基本的施策を具体化し、推進するための総

合的な計画である。都が、長期的かつ広域的な視点に立って、マンション施策を推進

するための基本となる計画であるとともに、区市町村が地域の実情に応じたマンショ

ン施策を立案・実施する際の指針ともなるものである。 

 本計画は、「東京都住宅マスタープラン1」を上位計画とし、マンション施策に関す

る分野別計画として位置付けるとともに、「都市づくりのグランドデザイン2」との整

合を図るものとする。 

 また、「東京都耐震改修促進計画3」、「防災都市づくり推進計画4」など、関連する他

の計画との整合・連携を図るものとする。 

 なお、平成 28(2016)年３月に、都は「良質なマンションストックの形成促進計画5」

を策定しているが、当該計画における目標と具体的な施策展開の内容を本計画へ発展

的に移行させることにより、引き続き、良質なマンションストックの形成に向けた施

策推進を図っていく。  

                                                   
1 東京都住宅マスタープラン：東京都住宅基本条例に基づいて策定され、住宅施策を総合的かつ計画的に推進する
ための基本となる計画。住生活基本法（平成 18 年法律第 61 号）に基づく住生活基本計画の都道府県計画として

の性格も併せ持つ。 
2 都市づくりのグランドデザイン：平成 29(2017)年９月に策定。平成 28(2016)年９月に東京都都市計画審議会から示

された答申「2040 年代の東京の都市像とその実現に向けた道筋について」を踏まえ、目指すべき東京の都市の

姿と、その実現に向けた都市づくりの基本的な方針と具体的な方策を示す行政計画 
3 東京都耐震改修促進計画：建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第 123 号）第５条第１項の規定

に基づき策定するものであり、地震による建物倒壊等の被害から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機

能を維持するため、都内における住宅や建築物の耐震化を計画的かつ総合的に推進し、災害に強い東京を実現す

ることを目的としている。 
4 防災都市づくり推進計画：東京都震災対策条例第 13 条に基づき、防災都市づくりを推進するため、都が定める計

画。災害に強い都市の早期実現を目指し、市街地火災の延焼を防止する延焼遮断帯の整備、木造住宅密集地域等

の防災上危険な市街地の整備等について、基本方針を定めるとともに、具体的な整備プログラムを定めている。

地域危険度が高く、かつ、特に老朽化した木造建築物が集積するなど、震災時の大きな被害が想定される地域を

「整備地域」に、また、整備地域の中から、基盤整備型事業等を重点化して展開し早期に防災性の向上を図るこ

とにより、波及効果が期待できる地域を「重点整備地域」に指定している。 
5 良質なマンションストックの形成促進計画：平成 27(2015)年９月の東京都住宅政策審議会答申「東京におけるマン

ション施策の新たな展開について」を踏まえ、平成 28(2016)年３月に策定。安全で良質なマンションストック

の形成を目指して、施策を総合的かつ計画的に推進するための計画。2040 年代を見据えた、目指すべきマンシ

ョン居住の将来像を描き、その実現に向けた 10 年間（平成 28 年度から平成 37 年度まで）の目標と施策展開を

示した。 

２ 計画の性格と位置付け 
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 本計画は、2040 年代を見据えた目指すべき東京のマンション居住の将来像を描き、

その実現に向けた今後 10 年間（令和２(2020)年度から令和 11(2029)年度まで）の目

標と施策展開について定める。 

 本計画では、目標の達成状況を定量的に測定し、施策の効果等について検証を行っ

ていくため、「政策指標」を設定する。設定に当たっては、都民等に対し、施策の効果

が分かりやすく伝わることを意識するとともに、原則として、統計データ等により現

状把握、フォローアップが可能な項目とする。 

 また、主要な施策については、令和２(2020)年度からの５か年の年次計画を示し、

その工程を明らかにする。 

３ 計画の期間等 

 本計画の位置付け 

東京都震災対策条例

東京都耐震改修
促進計画

建築物の耐震改修の
促進に関する法律

防災都市づくり
推進計画

整合
連携

都市づくりの
グランドデザイン

整合

住生活基本法
東京都住宅基本条例

東京都住宅マスタープラン

東京におけるマンションの
適正な管理の促進に関する条例

東京 マンション管理・再生促進計画

区市町村によるマンション施策
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第２章 東京が目指すマンション居住の将来像 

 

 

  

本格的な少子高齢・人口減少社会の到来 

■ 東京の人口は、1,300 万人を超え、今後もしばらくは増加を続けるものの、

2025 年頃をピークに減少に転じ、2040 年代には 1,300 万人程度を維持してい

るが、2060 年には約 1,192 万人にまで減少すると予測されている。 

■ 2015 年には約 23%であった高齢化率（人口に占める老年人口の割合）は、2050

年代には 30%を超えるなど、高齢化が一層進行すると見込まれている。 

■ 世帯数は、2035 年頃をピークに減少すると見込まれている。 

■ 高齢化の進行に伴い、世帯主が 65 歳以上の高齢世帯の増加が見込まれる。65

歳以上の一人暮らし世帯は、2015 年の 80 万世帯から 2040 年代には 110 万世帯

を超え、2050 年には 120 万世帯に増加する。また、2060 年には高齢世帯の 47%

が一人暮らし、そのうち 75歳以上が６割を超えると予測されている。 

 

 

【年齢階級別人口と高齢化率の推移】 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）長期戦略策定会議「2060 年までの東京の人口・世帯数予測について」（平成 31(2019)年 4 月）/東京都を基に作成 

（備考）1 2040 年代までの推計は、「東京都世帯数の予測」（平成 31(2019)年 3 月）/東京都による。それ以降は、東京都 

による推計 

   2 四捨五入しているため、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。  

第２章 

東京が目指すマンション居住の将来像 

  

※本節における各データ及びグラフは、特に記載がない限り、都内を対象としたものである。 
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１ マンションを取り巻く状況※
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【家族類型別世帯数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【高齢世帯（世帯主が 65 歳以上の世帯）数の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）長期戦略策定会議「2060 年までの東京の人口・世帯数予測について」（平成 31(2019)年 4 月）/東京都を基に作成 

（備考）1 2040 年代までの推計は、「東京都世帯数の予測」（平成 31(2019)年 3 月）/東京都による。それ以降は、東京都 

による推計 

    2 内訳の（ ）内の数字は世帯数に占める割合 

    3 四捨五入しているため、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。 
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117 

（46.7） 

（年） 

（万世帯） 

（年） 
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第
２
章 

空き家の増加 

■ 高齢化と人口減少が進むにつれ、都内でも空き家が増加する傾向にあり、生

活環境の悪化や地域活力の衰退が懸念されている。 

■ 平成 30(2018)年住宅・土地統計調査によれば、都内の空き家総数は約 81 万

戸となっている。このうち「腐朽・破損あり」の空き家は約 12 万戸あり、こう

した空き家の中には老朽化等により地域の生活環境に悪影響を及ぼしているも

のもある。一方、「腐朽・破損なし」の空き家は約 69 万戸で、うち約 14 万戸は

「居住世帯が長期不在等」の空き家となっている。このうち、「非木造の共同住

宅の空き家」は 8.4 万戸となっており、その多くは、マンションの空き住戸で

あると考えられる。 

■ また、現状は空き住戸ではないが、将来相続された際に利用されず、空き住

戸となるものもあると考えられる。 

 【住宅ストック数、世帯数、空き家率の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※１ 世帯数は、住宅以外の建物に居住している世帯を含む。 

【空き家総数の内訳】 

 

賃貸用 その他（居住世帯が長期不在等※2） 
二次的住宅 

（別荘等） 
売却用 

戸建 長屋建 
共同住宅 

その他 戸建 長屋建 
共同住宅 

その他 
木造 非木造 木造 非木造 

腐朽・破損なし 

（69.1 万戸） 
0.6 万戸 0.5 万戸 8.1 万戸 41.3 万戸 0.04 万戸 4.4 万戸 0.3 万戸 1.0 万戸 8.4 万戸 0.1 万戸 0.8 万戸 3.7 万戸 

腐朽・破損あり 

（11.9 万戸） 
7.4 万戸 3.9 万戸 0.1 万戸 0.5 万戸 

合計 

（81.0 万戸） 
57.9 万戸 18.0 万戸 0.9 万戸 4.2 万戸 

※２ 転勤・入院などのため居住世帯が長期にわたって不在の住宅や建替えなどのために取り壊すことになっている住宅など 

（資料）住宅ストック数、世帯数、空き家率の推移は、住宅・土地統計調査/総務省を基に作成 

空き家総数の内訳は、平成 30 年住宅・土地統計調査/総務省 住宅及び世帯に関する基本集計を基に作成 

（備考）1 空き家については、調査員が外観等から判断して調査 

2 四捨五入しているため、内訳の合計が総数と一致しない場合がある。
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昭和43

(1968)
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平成5

(1993)

平成10
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平成15
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平成20

(2008)

平成25

(2013)

平成30

(2018)

住宅数 182.4 251.4 313.9 379.6 423.9 452.8 481.8 530.0 567.0 618.6 678.1 735.9 766.7

世帯数※1 196.9 269.2 317.9 366.4 391.5 409.5 436.0 472.0 500.5 548.7 598.5 651.0 685.6

空き家率 2.2 2.7 4.0 5.6 8.1 8.7 8.5 9.9 11.0 10.8 11.1 11.1 10.6
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第
２
章 

地震の脅威 

■ 首都直下地震の切迫性が指摘される中、都内の住宅の耐震化率は、平成

17(2005)年度末の約76％から平成26(2014)年度末には約84％まで上昇したが、

依然として耐震性が不十分である住宅が数多く残っている。 

■ 平成 23(2011)年に発生した東日本大震災では、東京においても、液状化によ

る被害や大量の帰宅困難者が発生したほか、電力供給不足に伴う計画停電が実

施されるなど、地震への備えの重要性が改めて認識された。 

■ 平成 24(2012)年４月に公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」に

おいて、東京湾北部を震源とするマグニチュード 7.3 の地震が冬の夕方に発生

した場合、建物全壊・火災焼失数は約 30 万棟、死者数は最大で約 9,700 人の被

害が生じることを想定している。また、約 517 万人の帰宅困難者が発生すると

している。 

 

【住宅の耐震化率の推移】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（資料）東京都耐震改修促進計画/東京都を基に作成 
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平成17(2005)

年度末

平成22(2010)

年度末

平成26(2014)

年度末

（万戸）

耐震性あり 耐震性不十分

耐震性あり 

4,252,200 戸 

76.3％ 

4,982,900 戸 

81.2％ 

5,556,900 戸 

83.8％ 

耐震性不十分 

1,323,700 戸 

23.7％ 

1,157,000 戸 

18.8％ 

1,075,500 戸 

16.2％ 
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